
東京電力株式会社から送付され

た原子力災害対策特別措置法

第１０条に基づく通報資料等の

公表について 
 

 平成 23 年 6 月 7 日にとりまとめて公表したＩＡＥＡ向け報告

書の中で、東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び

福島第二原子力発電所の各号機の原子炉の状況に係る時

系列を公表いたしました。これを契機とし、当該時系列の裏

付けとなった、東京電力株式会社から原子力安全・保安院

への報告資料（3 月 11 日～5 月 31 日）について、公表の準

備を進めて参りましたが、今般、以下のとおり公表します。 

 

＜公表資料について＞ 

平成 23 年 3 月 11 日から 5 月 31 日までに、福島第一原子

力発電所及び福島第二原子力発電所に関して、東京電力株

式会社から原子力安全・保安院に到達し、現在、原子力安

全・保安院に保管されている以下の行政文書を公表します。  

（１）東京電力(株)福島第一原子力発電所  

 

 ・ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通

報（１０条通報） 

 ・ 原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の基準に達

したときの報告様式（１５条報告） 

 ・ 異常事態連絡様式（１０条通報以降の原子炉の状況や

事業者の措置等を報告するための連絡様式）による報告資

料  

３月  ４月  ５月   

 

 ・ プラント関連パラメータ（各号機の原子炉の圧力や水位

等をまとめたもの）  

３月  ４月  ５月   

 

（２）東京電力(株)福島第二原子力発電所  

 

 ・ 原子力災害対策特別措置法第１０条第１項に基づく通

報（１０条通報） 

 ・ 原子力災害対策特別措置法第１５条第１項の基準に達

したときの報告様式（１５条報告） 

 ・ 異常事態連絡様式（１０条通報以降の原子炉の状況や

事業者の措置等を報告するための連絡様式）による報告資

料  

３月  ４月  ５月   

 ・ プラント関連パラメータ（各号機の原子炉の圧力や水位

等をまとめたもの）  



３月  ４月  ５月   
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